
『
福
井
藩
士
履
歴
』
に
登
場
す
る
奥
向
女
中
と
も
う
ひ
と
つ
の
履
歴

柳　

沢　

芙　
美　
子　
　
　

一
、
藩
士
履
歴
に
登
場
す
る
奥
向
女
中
と
名
跡
立
て

　
『
福
井
藩
士
履
歴
』（
以
下
、『
藩
士
履
歴
』）
１
か
ら
13
（
本
書
）
に
は
士
分
一
〇
〇
九
家
（
五
一
七
九
人
）、

与
力
・
足
軽
を
除
い
た
卒
で
あ
る
新
番
格
以
下
四
八
四
家
（
二
〇
一
六
人
）、
あ
わ
せ
て
一
四
九
三
家
（
七
一
九

五
人
）
が
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
家
の
創
始
者
と
し
て
女
性
が
立
項
さ
れ
て
い
る
も
の
が
士
分
で
三
家

（
〇
・
三
％
）、
卒
で
一
家
（
〇
・
二
％
）、
あ
わ
せ
て
四
家
含
ま
れ
て
い
る
（
表
１
）。
こ
の
解
説
で
は
、
福
井

藩
の
奥
向
女
中
が
そ
の
功
績
か
ら
一
家
を
立
て
た
名み
ょ
う
せ
き
だ

跡
立
て
の
事
例
を
検
討
し
、
女
中
組
織
や
給
禄
等
に
関
わ
る

藩
法
と
履
歴
資
料
を
含
む
「
大
奥
女
中
分
限
帳
」
⑴
（
以
下
「
分
限
帳
」）
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

　

女
性
が
創
始
者
と
な
っ
た
四
家
の
う
ち
士
分
は
「
磯
岡
」（
北
村
養
寿
）、「
哥
島
」（
土
居
延
寿
）、「
山
沢
」

（
山
沢
静
寿
）
と
い
う
、
幕
末
の
福
井
藩
主
松
平
慶
永
付
の
奥
向
女
中
に
お
い
て
い
ず
れ
も
最
上
位
に
あ
っ
た
年

寄
が
興
し
た
家
で
あ
っ
た
。
磯
岡
は
慶
永
の
婚
礼
か
ら
間
も
な
い
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
か
ら
家
中
同
様
に
大

奥
に
も
実
施
さ
れ
た
厳
し
い
服ふ
く
が
ら柄
定
（
木
綿
・
紬
の
着
用
等
）
を
背
景
に
生
じ
た
、
慶
永
付
女
中
と
正
妻
勇
姫

付
女
中
と
の
激
し
い
対
立
と
離
婚
問
題
⑵
や
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
の
女
中
二
〇
人
削
減
の
調
整
に
尽
力
し
、

自
ら
も
削
減
対
象
と
な
っ
て
隠
居
し
た
人
物
で
あ
っ
た
⑶
。
哥
島
は
慶
永
幼
少
の
頃
か
ら
田
安
家
に
仕
え
た
お
そ

ら
く
抱だ
き
守も
り
で
、
慶
永
が
松
平
家
に
入
っ
た
際
に
は
若
年
寄
、
そ
の
後
参
勤
交
代
制
の
緩
和
に
よ
っ
て
江
戸
上
屋
敷

の
大
奥
が
福
井
城
へ
移
っ
た
際
に
は
山
沢
と
と
も
に
年
寄
を
務
め
て
い
た
。
磯
岡
ら
が
養
子
を
と
っ
て
一
家
を
立

て
る
と
い
う
か
た
ち
で
そ
の
勤
功
が
認
め
ら
れ
た
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
十
月
は
、
前
月
か
ら
家
令
・
家
扶
等

の
家
政
を
統
括
す
る
奥
向
職
制
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
版
籍
奉
還
後
の
禄
制
改
正
に
よ
っ
て
翌
十
一
月
に
藩
士
の

給
禄
が
大
き
く
削
減
さ
れ
る
直
前
で
あ
っ
た
。
廃
藩
置
県
は
二
年
後
の
こ
と
で
あ
り
、
大
奥
の
解
体
が
目
前
と
な

解　

説

表 1  『福井藩士履歴』に立項された奥向女中

役職 女中名（姓名） 給　禄 名跡立て年 福井県文書館
資料叢書掲載巻号

年寄 磯岡（北村養寿）  7 口（のちに終身5口）

明治2年
（1869）

10　福井藩士履歴 2

年寄 哥島（土居延寿） 10口（のちに36俵） 12　福井藩士履歴 4

年寄 山沢（山沢静寿） 10口（のちに36俵） 14　福井藩士履歴 6

末頭 かや（吉田友作養家之伯母）3人扶持 嘉永5年
（1852） 19　福井藩士履歴11

注）「かや」は、「大奥女中分限帳」との照合による推定。



っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

　

残
る
卒
身
分
の
一
家
は
、『
藩
士
履
歴
』
に
は
「
伯
母
」
と
の
み
記
さ
れ
た
女
性
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
家
で

あ
る
。
こ
の
「
伯
母
」
は
、
本
解
説
の
後
半
で
紹
介
す
る
「
分
限
帳
」
と
照
合
す
る
こ
と
で
、
末
す
え
が
し
ら
頭
を
務
め
た
女

中
「
か
や
」
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
（
表
４
（
119
））。
か
や
は
老
中
阿
部
正
弘
に
嫁
い
だ
十
四
代
藩
主
治
好

の
娘
謹
姫
付
の
年
寄
駒
野
と
と
も
に
阿
部
家
へ
付
き
従
っ
た
女
中
で
あ
っ
た
。
謹
姫
が
亡
く
な
っ
た
後
の
嘉
永
五

年
十
一
月
に
駒
野
（
善
立
院
）
と
と
も
に
剃
髪
し
常
善
を
名
乗
っ
た
。
そ
の
身
一
代
限
り
で
二
人
扶
持
を
下
さ
れ
、

同
時
に
養
子
を
と
っ
た
こ
と
で
一
人
扶
持
が
加
増
さ
れ
、
卒
身
分
と
し
て
一
家
を
興
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
こ

の
養
子
吉
田
留
吉
が
山
本
条
悦
と
改
名
し
て
表
坊
主
・
奥
坊
主
を
務
め
、
奥
納
戸
方
・
小
道
具
方
を
へ
て
、
明
治

五
年
に
は
山
本
武
と
な
り
家
従
と
し
て
松
平
家
の
家
政
を
担
っ
て
い
た
。
興
味
深
い
の
は
こ
の
山
本
武
が
、
明
治

期
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
活
躍
す
る
実
業
家
で
福
井
県
下
選
出
の
衆
議
院
議
員
で
も
あ
っ
た
山
本
条
太
郎
の
父
で

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
⑷
。

　

一
般
に
奥
向
女
中
の
奉
公
は
一
代
限
り
を
原
則
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
功
績
か
ら
養
子
を
と
っ
て
家
を
興
す
こ

と
が
許
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
名
跡
立
て
と
呼
び
、
大
名
家
の
家
臣
団
に
は
こ
う
し
た
女
中
に
ル
ー
ツ

を
も
つ
家
が
一
定
数
存
在
し
た
と
さ
れ
る
⑸
。
名
跡
立
て
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
が
進
ん
で
い
る
鳥
取
藩
池
田
家

で
は
、
天
保
期
に
作
成
さ
れ
、
明
治
中
期
に
加
筆
・
編
さ
ん
さ
れ
た
「
藩
士
家
譜
」
掲
載
の
一
六
〇
四
家
中
（
卒

の
一
部
で
あ
る
徒
士
・
御
坊
主
を
含
む
）、
奥
向
女
中
に
由
緒
が
あ
っ
て
創
設
さ
れ
た
家
は
八
四
家
を
数
え
、
全

体
の
五
％
に
も
お
よ
ん
で
い
た
。
こ
の
う
ち
七
割
が
一
八
世
紀
以
降
の
名
跡
立
て
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
⑹
。
こ
れ

と
比
較
す
る
と
福
井
藩
の
奥
向
女
中
の
名
跡
立
て
は
四
家
と
か
な
り
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
に
は
『
藩
士
履
歴
』
の
資
料
的
な
性
格
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
母

利
美
和
氏
が
指
摘
⑺
し
た
よ
う
に
『
藩
士
履
歴
』
の
原
資
料
で
あ
る
「
剝
札
」
の
編
さ
ん
が
始
ま
り
、
目
付
役
に

よ
る
人
事
管
理
の
た
め
の
記
録
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
て
く
る
の
は
宝
暦
か
ら
安
永
期
（
一
七
五
一
～
八
〇
年
）

で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
『
藩
士
履
歴
』
で
は
こ
れ
以
前
の
当
主
履
歴
の
多
く
が
家
督
相
続
と
隠
居
等
の
み
を
簡
略



に
記
す
の
み
で
あ
り
、
人
事
管
理
上
の
関
心
が
お
よ
び
に
く
い
召
出
し
の
由
緒
等
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
表
２
は
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
の
奥
書
を
も
つ
「
諸
士
先
祖
之
記
」
⑻
か
ら
名
跡
立
て
に

関
連
す
る
家
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。「
諸
士
先
祖
之
記
」
は
、
九
代
藩
主
吉
邦
の
命
で
各
家
が
提
出
し
た
系

図
・
由
緒
書
等
の
真
偽
を
吟
味
し
た
上
で
編
さ
ん
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
最
初
に
福
井
藩
に
召
出
さ
れ
た
者
を

「
元
祖
」
と
し
、
そ
れ
以
前
の
先
祖
や
由
緒
を
そ
こ
に
ま
と
め
る
書
式
が
採
ら
れ
た
た
め
⑼
、
福
井
藩
士
と
し
て

の
各
家
の
創
始
者
が
明
確
に
示
さ
れ
る
特
徴
が
あ
る
。
た
だ
こ
の
資
料
に
つ
い
て
も
、
二
代
忠
直
の
旧
臣
の
う

表 2  「諸士先祖之記」にみえる奥向女中に由緒を持つ家臣

番号 姓・通称 諱 由　　緒

（1） 酒井与三左衞門 重成 秀康に召出さる。重成母向（ムカヒ）は秀康へ奉公、越前
入国後忠昌の介抱人に付けらる

（2） 狛伊勢 孝澄 父玄蕃允の娘両人、長勝院（秀康母）に召仕えらる。孝澄
は忠昌 7 歳の時部屋付として秀康に召出さる

1 浦上十左衞門 茂昭 茂昭、高照院（吉品母奈津、奥向女中）の由緒により吉品
に召出さる

（3） 岡部豊後守 ― 家康より秀康へ付人。岡部は、徳川秀忠に奉公した老女中
の豊後守母の家名による

（4） 仙石万右衞門 ― 秀康に召出さる。妻仙石、光通の御守に召出さる

（5） 本多五郎右衛門 正次 秀康に召出さる。父半右衛門妻は徳川家康に奉公

（6） 市村縫殿之助 ― 忠昌に召出さる。祖父は長勝院の付人、祖母は忠昌の乳母
として夫婦で奉公、市村の名字を相続

2 立岩八郎兵衛 尚房 祖父儀右衛門正長娘は吉品に奉公、その跡目として綱昌に
召出さる

（7） 中川将監 直重 忠昌に召出さる。忠直母（岡山、中川氏、奥向女中）の御
連枝のゆえをもって召出さる

3 美濃部半七 茂成 半七母（長光院）は光通の乳母。半七も幼少の節より忠昌
に召出さる

4 花木外記 吉時 清池院（国姫・光通正妻）の奥向女中・局の由緒あり、江
戸旗本に召出され、翌年光通に召出さる

5 鈴木仁大夫 宗清
宗清母方りの祖母為中、京都より罷越、光通抱守相勤め、
兄加兵衛を養子とした。宗清、兄加兵衛方に在ったのを光
通に召出さる

6 白井茂左衞門 宗久 宗久姉（市満）、高照院（昌親母）に召仕え、吉品に召出
さる

7 大久保治大夫 守継 守継の母あこ再婚後に娘よつ出産、あこは吉品の乳母とし
て召出され、その由緒から吉品に召出さる

（8） 富田平藏 延張 延張の祖母幸崎は照亮院（忠昌娘布里）・浄照院（布里娘）
に奉公し、その養子として松岡藩主昌勝に召出さる

注 1）「諸士先祖之記」松平文庫による。
　2） 「番号」は、名跡立てと考えられる家、（　）は奥向女中に関係する由緒を持つ家であり、

掲載順にしたがって番号を付した。



ち
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
の
四
代
忠
昌
の
入
封
時
に
出
仕
し
た
一
〇
五
人
以
外
の
者
（
知
行
取
約
四
〇
〇
人
）、

正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
に
松
岡
藩
に
従
っ
た
者
（
知
行
取
四
七
人
）
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

　

表
２
で
名
跡
立
て
に
よ
っ
て
興
さ
れ
た
家
を
み
て
み
る
と
、
上
・
中
級
藩
士
四
九
六
家
の
う
ち
七
家
（
一
・
四

％
）
と
『
藩
士
履
歴
』
で
み
た
も
の
よ
り
そ
の
割
合
は
や
や
多
く
な
っ
て
い
る
。
七
家
は
い
ず
れ
も
四
代
忠
昌
か

ら
八
代
吉
品
の
代
で
の
召
出
し
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
前
の
代
で
の
事
例
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
う
ち
四
家
は

編
さ
ん
を
命
じ
た
吉
邦
の
直
前
、
吉
品
の
代
（
在
任
期
間
一
六
八
六
～
一
七
一
〇
年
）
の
事
例
で
あ
っ
た
。
福
井

藩
の
場
合
、
名
跡
立
て
は
あ
る
程
度
女
中
組
織
が
確
立
し
て
き
て
か
ら
現
れ
て
き
た
慣
行
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
対
し
て
厳
密
に
は
名
跡
立
て
と
は
い
え
な
い
も
の
の
先
祖
が
乳
母
や
抱
守
、
女
中
組
織
の
最
上
位
に
あ

っ
た
局つ
ぼ
ねを
務
め
た
由
緒
を
記
し
て
い
る
家
は
八
家
あ
り
、
い
ず
れ
も
初
代
結
城
秀
康
か
ら
光
通
く
ら
い
ま
で
の
初

期
の
事
例
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
酒
井
、
狛
、
岡
部
の
三
家
は
幕
末
ま
で
家
老
を
選
出
す
る
高

知
席
に
あ
っ
た
重
臣
（
四
五
〇
〇
石
か
ら
一
五
〇
〇
石
）
で
あ
っ
た
。
岡
部
と
仙
石
に
い
た
っ
て
は
女
中
名
を
家

名
と
し
て
お
り
、
子
や
夫
が
す
で
に
藩
士
と
し
て
召
し
出
さ
れ
て
は
い
た
が
、
女
中
を
務
め
た
出
自
を
家
と
し
て

重
視
し
て
い
た
点
で
は
名
跡
立
て
に
匹
敵
す
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
岡
部
豊
後
守
の
母
は
将
軍
徳
川
秀
忠

の
乳
母
で
「
大お
お
う
ば姥
」
と
呼
ば
れ
た
局
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
八
家
は
当
主
と
と
も
に
母
や
妻
・
娘
が
仕
え
て
い
た
こ

と
を
そ
の
由
緒
に
記
し
て
お
り
、
奥
向
女
中
が
藩
士
の
家
族
を
中
心
に
担
わ
れ
て
い
た
江
戸
時
代
初
期
の
よ
う
す

を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

　

な
お
『
藩
士
履
歴
』
か
ら
は
、
奥
向
女
中
と
は
関
わ
り
な
く
女
性
に
扶
持
米
が
与
え
ら
れ
た
事
例
が
少
数
で
あ

る
が
見
出
せ
る
。
橋
本
左
内
の
母
へ
の
扶
助
と
し
て
橋
本
綱
常
に
加
え
ら
れ
た
「
三
人
扶
持
」
⑽
、
備
荒
貯
蓄
の

た
め
の
藩
営
「
分
銅
印
講
」
に
お
い
て
講
銀
不
足
の
責
任
を
と
っ
て
暇
と
な
っ
た
水
野
幸
右
衛
門
の
老
母
へ
下
さ

れ
た
「
捨
扶
持
弐
人
扶
持
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
水
野
の
場
合
に
は
こ
の
捨
扶
持
を
幸
右
衛
門
の
子
に
与
え
て
、
卒

身
分
で
あ
る
が
一
家
を
再
興
す
る
契
機
と
な
っ
て
い
た
⑾

。



二
、
側
物
頭
女
中
支
配
と
広
敷
の
設
置

　

福
井
藩
に
お
け
る
奥
向
女
中
の
人
事
管
理
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、

『
藩
士
履
歴
』
と
「
諸
役
年
表
」
⑿
を
照
合
す
る
こ
と
で
画
期
と
な
っ
た
時
期
と
大
ま
か
な
流
れ
を
示
す
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
『
藩
士
履
歴
』
で
は
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
八
月
に
「
側
物
頭
女
中
支
配
」（
秋
田
三

五
左
衛
門
・
鈴
木
十
左
衛
門
、
二
〇
〇
石
）
が
初
め
て
置
か
れ
た
。
こ
れ
は
こ
の
年
六
月
に
一
橋
家
徳
川
宗
尹
の

嫡
男
小
五
郎
（
縁
組
と
同
時
に
於
義
丸
と
改
名
、
の
ち
の
重
昌
）
が
五
歳
で
十
一
代
宗
矩
の
養
子
と
な
っ
た
こ
と

に
関
連
す
る
。
こ
の
時
に
於
義
丸
付
の
「
御
部
屋
御
広
式
番
」「
御
部
屋
御
広
式
御
用
」
も
置
か
れ
た
。

　
『
続
片
聾
記
』
で
は
こ
の
十
二
月
に
於
義
丸
が
常
盤
橋
上
屋
敷
に
引
き
移
っ
た
時
の
よ
う
す
を
「
若
殿
様
被
為

入
候
に
付
御
広
式
出
来
」
と
記
し
、
常
盤
橋
邸
に
移
っ
た
飯
塚
五
兵
衛
ら
六
人
の
小
姓
・
近
習
を
列
挙
し
て
「
広

式
」
と
し
て
い
た
⒀
。
ま
た
『
越
藩
史
略
』
で
は
「
世
子
一
橋
第
よ
り
吾
常
磐
橋
邸
に
移
入
す
、
飯
塚
五
兵
衛
、

岩
本
喜
内
、
并
河
清
次
郎
、
橋
本
左
一
及
び
後
舎
の
婢
女
多
く
従
ふ
、
吾
藩
女
職
を
置
く
こ
と
是
よ
り
始
ま
る

（
女
職
、
所
謂
広
敷
是
）」
⒁
と
述
べ
て
い
る
。「
女
職
」
と
は
一
般
に
女
官
を
総
称
す
る
の
で
、
女
中
組
織
や
勤

務
す
る
空
間
を
含
め
て
「
広
敷
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
だ
け
で
は
「
広
敷
」
が

示
す
空
間
や
そ
こ
で
の
職
務
や
機
能
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
一
橋
家
か
ら
男
性
側
役
と
と
も
に

多
数
の
女
中
が
移
入
し
た
こ
と
で
、
従
来
か
ら
存
在
し
た
「
側
物
頭
」
に
「
女
中
支
配
」
と
い
う
奥
向
女
中
の
管

理
を
担
当
す
る
職
務
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
時
点
で
男
性
役
人
を
含
む
奥
向
職
制
の
改
編

が
行
わ
れ
、「
女
中
支
配
」「
広
敷
」
と
称
す
る
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
部
署
や
空
間
の
呼
称
が
新
た
に
設
け
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

実
際
に
「
広
敷
」（
広
式
）
の
呼
称
が
定
着
す
る
に
は
あ
る
程
度
時
間
が
必
要
だ
っ
た
よ
う
で
、「
側
物
頭
女
中

支
配
」
は
続
い
て
一
橋
家
か
ら
入
っ
た
十
三
代
重
富
へ
の
代
替
り
ま
で
待
っ
て
「
広
式
女
中
支
配
」（
宝
暦
八
年

四
月
）
と
改
称
さ
れ
た
。
そ
し
て
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
ま
で
女
中
支
配
が
特
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
は

写真 1  「大奥女中分限帳」表紙
松平文庫　福井県文書館保管



「
広
式
御
用
役
」
に
吸
収
さ
れ
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
五
月
に
設
置
さ
れ
た
「
広
式
御
用
人
」
に
引
き
継
が

れ
て
い
る
。
広
敷
用
人
の
職
務
は
こ
の
頃
に
な
っ
て
ほ
ぼ
確
立
し
、
幕
末
ま
で
継
続
し
て
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。

　

福
井
藩
法
を
み
る
と
お
お
む
ね
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
か
ら
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
ま
で
藩
主
付
の

女
中
を
「
広
敷
女
中
」
と
称
し
、
重
富
が
和
歌
山
藩
徳
川
宗
将
の
娘
致む
ね
姫
と
の
婚
姻
を
済
ま
せ
た
宝
暦
十
三
年

以
降
で
は
正
妻
付
の
女
中
を
「
大
奥
女
中
」
と
呼
び
分
け
て
い
た
⒂
。

　

従
来
、
福
井
藩
の
職
制
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
準
道
が
記
し
た
『
福
井
藩
史
事
典
』
⒃
を
基
本
文
献
と
し
て
き
た
。

同
書
で
は
広
敷
用
人
の
業
務
は
「
大
奥
一
切
の
事
務
に
関
し
、
取
締
を
為
し
、
会
計
事
務
監
督
す
。
日
々
大
奥
へ

出
頭
、
諸
員
の
勤
務
に
付
指
揮
す
」
と
し
、
広
敷
用
人
・
同
用
達
・
同
添
役
ら
が
勤
務
す
る
空
間
を
「
広
敷
」
と

呼
ん
で
い
る
。
た
だ
こ
れ
は
鈴
木
準
道
が
大
正
期
に
記
し
た
「
福
井
藩
役
々
勤
務
雑
誌
」
を
再
編
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
主
と
し
て
幕
末
の
様
相
を
反
映
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　
「
広
敷
」
が
意
味
す
る
空
間
や
職
務
は
大
名
家
ご
と
に
ま
た
時
期
ご
と
に
異
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
大
名
の

妻
子
が
生
活
し
そ
の
世
話
を
す
る
女
中
が
勤
務
す
る
奥
向
奥
方
（
幕
末
の
福
井
藩
で
は
大
奥
）
を
「
広
敷
」
と
呼

ん
だ
大
名
家
と
し
て
は
広
島
藩
浅
野
家
⒄
が
あ
り
、
尾
張
藩
徳
川
家
で
も
元
禄
期
に
奥
向
奥
方
を
「
広
敷
」
と
称

し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
⒅
。
福
井
藩
松
平
家
の
場
合
で
は
、
於
義
丸
が
常
盤
橋
邸
に
引
き
移
っ

た
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
か
ら
、
幼
少
の
世
嗣
の
側
に
仕
え
る
小
姓
・
近
習
ら
が
勤
務
す
る
奥
向
表
方
と
と
も

に
女
中
が
勤
務
す
る
奥
向
奥
方
も
含
め
て
「
広
敷
」
と
称
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
今
後
資
料
に
基
づ
い
た
検

討
が
必
要
で
あ
る
。

三
、「
大
奥
女
中
分
限
帳
」
収
載
の
藩
法

　

奥
向
女
中
に
関
わ
っ
て
は
、
松
平
文
庫
に
「
分
限
帳
」
が
一
冊
残
さ
れ
て
お
り
、
男
性
役
人
の
も
の
と
同
様
に

短
冊
形
に
切
っ
た
用
紙
を
用
い
て
女
中
名
や
職
名
・
給
禄
等
の
履
歴
が
管
理
さ
れ
て
い
た
。
以
下
、
福
井
藩
の
も



う
ひ
と
つ
の
履
歴
資
料
と
も
い
え
る
「
分
限
帳
」
の
概
要
を
紹
介
し
、
福
井
藩
松
平
家
に
お
け
る
幕
末
の
奥
向
女

中
を
調
査
す
る
上
で
の
検
索
ツ
ー
ル
を
提
供
し
た
い
。

　

こ
の
「
分
限
帳
」
は
、
女
中
組
織
と
そ
の
給
禄
（
切
米
金
等
）・
藩
が
給
禄
を
借
り
上
げ
る
借
米
等
に
関
わ
る

藩
法
を
記
し
た
前
半
と
、
女
中
の
履
歴
短
冊
が
添
付
さ
れ
た
後
半
の
お
お
む
ね
二
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
。

年月日 藩主 概　要（備考）

天明 8 （1788） . 5.14 重富 広敷女中切米金に関する定（2月、11月の両度渡し、10年以上の奉公で吟
味のうえ目録下付、暇を下された女中への扶持米金は以後省略）

寛政 3 （1791） . 9.28 重富 大奥惣女中の切米金、来年正月より新分限帳定の通り下付（寛政2年から
10か年格外省略、江戸詰人削減）

寛政 8 （1796） . 2 重富 大奥女中中居以下、近年不時出入多く不益、以後暇願いは2月切米渡以前、
ならびに6月7月中に相願うように

寛政 8 （1796） . 3.20 重富 大奥女中削減（表様（重富）、若殿様（治好）付計7人）

文化10 （1813） . 2.29 治好 女中相合、以後廃止（天明7年中老以下勤方規定で治好付・定姫付女中を
統合することを規定したが、これを廃止）

文政 3 （1820） . 8.11 治好 広敷女中「男子様」付の面々、古召も少なく困窮、充行を古分銀に成下さ
るようとの老女方からの願い不得止趣に付古分銀とする

文政 7 （1824） . 7.13 治好 勝手向必至差支えニ付家中半減の借米仰出でらる、これにより広敷女中充
行のうち3か年借用ならる

［文政8.1.10、文政8.11.13、文政10.2.8、文政12.8.9 広敷女中への借米関連］

文政12 （1829） . 9. 1 斉承
常盤橋屋敷・御住居（浅姫）一殿の事ゆえ広敷女中右筆以下人数以後左の
通り（斉承付21・若殿（於義丸）付6・菊姫付6・謹姫付6、半下はこの4人
付を分かたず12人で務める）

［天保5.12.20、天保10.10.29、天保10.12.26、天保13.2.20、天保15.8.5 広敷女中への借米関連］

弘化 4 （1847） .12.19 慶永 家中半減借米、来年より年限明きに付、大奥女中充行の儀も来年より古分
銀に成下さる

文久 3 （1863） . 7. 5 茂昭
慶永・茂昭・安姫付女中の当分足金下置かる、御前様（勇姫）充行これま
で新分銀にて下さる処、以後在国中古分銀に直し下さる（慶永15・勇姫9
・安姫21（このうち中居以下11人は相合か）、茂昭18人）

慶応 1 （1865） .12.11 茂昭 大奥女中足金、諸色沸騰に付倍増

慶応 3 （1867） . 5. 2 茂昭 老女以下足金定（老女、若年寄、錠口・中臈、表使、次・三の間・末頭、
中居、使番、半下、次子供、乳持、広座敷子供）

明治 2 （1869） . 3.22 茂昭
御目見以上の者から奥向女中に指出す場合は、三の間以上に仰付る、但御
目見以下の者でも勤柄勤功により別段の評儀があれば三の間以上へ仰付る
こともある（内定）

― ―

上臈、年寄、若年寄、中臈、錠口、表使、祐筆、次・呉服之間、三の間・
末頭、中居、使番、末（それぞれの切米金・諸道具代・鰯代・餅上白米・
扶持米・薪・炭・湯木・油・五菜銀・城勤金・手当金・足金等）
菱印御付女中新分銀（年寄、若年寄、中臈、呉服之間、乳持、三の間見習、
座敷子共　切米金以下給付）
国抱（錠口、次、呉服之間、三の間、末　切米金以下給付）、凉晴院（津
山藩松平斉孝正妻）様御付女中（年寄、若年寄、中臈、小姓、次、三の
間・末頭、中居、三の間子共、祐筆間子共、末）
比丘尼隠居方、判鑑

表 3  「大奥女中分限帳」掲載の主な藩法

　注）貼紙に記されたもの、脱落したものでもとの場所が不明のものは除外した。



ま
ず
藩
法
部
分
に
つ
い
て
紹
介
し
、
次
に
女
中
履
歴
の
概
要
を
述
べ
た
い
。
な
お
、
三
八
丁
の
裏
か
ら
藩
法
部
分

に
重
ね
て
上
部
の
み
を
糊
付
け
す
る
か
た
ち
で
履
歴
の
短
冊
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
形
状
は
福
井
県
文
書

館
が
運
営
す
る
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
福
井
で
画
像
を
閲
覧
で
き
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

　

こ
の
冊
子
の
表
紙
に
は
「
文
政
三
庚
辰
年
八
月
改
」
と
あ
る
が
、
収
載
さ
れ
た
藩
法
は
天
明
八
年
（
一
七
八

八
）
の
広
敷
女
中
の
切
米
金
に
関
す
る
定
か
ら
始
ま
り
、
御
目
見
以
上
の
格
式
と
女
中
職
階
と
の
関
係
を
定
め
た

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
三
月
の
内
定
で
終
わ
っ
て
い
る
（
表
３
）。
そ
の
内
容
は
奥
向
女
中
の
職
階
と
給
禄
・

人
数
、
藩
主
（
あ
る
い
は
子
女
）
付
と
正
妻
付
と
の
女
中
の
統
合
な
ど
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
幕
府
の
奥

向
女
中
で
は
三
の
間
以
上
（
三
の
間
を
含
ま
ず
）
が
御
目
見
以
上
と
さ
れ
、
福
井
藩
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
⒆
。

　

福
井
藩
で
は
歳
入
不
足
を
補
填
す
る
方
途
と
し
て
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
以
降
藩
士
の
給
禄
を
借
り
上
げ

る
「
借
米
」
が
ほ
ぼ
恒
常
化
し
て
い
た
。
そ
れ
は
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
か
ら
借
知
率
五
〇
％
と
い
う
厳
し

さ
で
実
施
さ
れ
、
そ
れ
以
前
で
は
藩
主
の
御
付
衆
と
広
敷
女
中
は
借
米
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の

年
か
ら
は
女
中
も
そ
の
対
象
と
な
っ
た
。
こ
の
借
米
は
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
ま
で
続
い
た
の
で
、
そ
の
割
当

方
や
元
に
な
る
切
米
金
を
ど
の
銀
札
で
換
算
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
詳
細
な
取
決
め
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
藩
の
財
政
状
況
か
ら
宝
暦
期
以
降
で
は
奥
向
へ
の
倹
約
策
が
た
び
た
び
達
せ
ら
れ
、
天
明
七
年
（
一

七
八
七
）
に
は
広
敷
女
中
の
職
制
（
年
寄
・
者
方
・
若
年
寄
・
中
臈
・
錠
口
・
右
筆
・
表
使
・
次
・
呉
服
の
間
・

三
の
間
・
使
番
・
末
頭
・
中
居
・
末
の
一
四
職
階
）
と
人
数
（
江
戸
・
国
許
あ
わ
せ
て
二
七
人
）
が
定
め
ら
れ
た
。

こ
の
時
に
継
嗣
治
好
付
と
そ
の
正
妻
定
姫
（
田
安
家
徳
川
宗
武
娘
）
付
の
女
中
を
「
相あ
い
あ
い合
」
⒇
、
す
な
わ
ち
統
合

す
る
と
さ
れ
た
が
、
表
３
か
ら
こ
の
女
中
の
統
合
が
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
に
廃
止
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
女
中
組
織
は
そ
の
後
も
雑
用
に
従
事
す
る
中
居
以
下
を
中
心
に
、
斉
承
の
代
（
文
政
十
二
年
）
や
茂
昭
の

代
（
文
久
三
年
の
慶
永
家
族
の
福
井
城
移
転
時
）
に
お
い
て
も
主
を
定
め
ず
に
統
合
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。

　

表
３
に
は
広
敷
女
中
と
大
奥
女
中
の
双
方
の
文
言
が
出
て
く
る
が
、
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
ま
で
お
お
む



ね
藩
主
・
子
女
付
の
女
中
を
広
敷
女
中
、
正
妻
付
女
中
を
大
奥
女
中
と
呼
ん
で
い
た
と
み
て
い
い
。
た
だ
寛
政
八

年
（
一
七
九
六
）
三
月
の
大
奥
女
中
削
減
の
達
で
は
、
重
富
・
治
好
の
藩
主
付
女
中
が
削
減
の
対
象
で
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
大
奥
女
中
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
弘
化
四
年
で
も
慶
永
は
婚
姻
前
で
あ
っ
た
が
大
奥
女
中
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
と
「
分
限
帳
」
の
表
紙
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
福
井
藩
松
平
家
の
広
敷
が
管
理
す

る
女
中
を
総
体
と
し
て
は
大
奥
女
中
と
称
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

四
、「
大
奥
女
中
分
限
帳
」
収
載
の
女
中
の
履
歴

　
「
分
限
帳
」
に
は
隠
居
し
た
女
中
で
あ
る
比
丘
尼
を
含
め
る
と
一
二
二
人
の
女
中
の
履
歴
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

（
表
４
）。
表
に
は
名
前
と
職
階
の
変
遷
は
全
て
記
載
し
た
が
、
各
職
階
の
任
免
年
月
日
、
特
記
さ
れ
た
勤
金
・

扶
持
米
金
、
臨
時
に
受
け
取
っ
た
失
却
金
な
ど
は
省
略
し
た
。

　

主
が
定
ま
っ
て
い
た
女
中
の
中
で
は
、
藩
主
（
治
好
・
斉
承
・
斉
善
・
慶
永
（
春
嶽
）・
茂
昭
）
と
そ
の
子

（
安
姫
（
春
嶽
娘
）・
信
次
郎
（
茂
昭
継
嗣
康
荘
））
や
母
（
貞
照
院
（
斉
承
母
）・
青
松
院
（
慶
永
母
））
付
の
女

中
が
五
一
人
と
多
数
を
占
め
て
い
る
。
三
の
間
・
中
居
・
半は
し
た下
な
ど
御
目
見
以
下
で
雑
用
に
従
事
し
た
女
中
は
前

述
の
よ
う
に
相
合
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
主
の
記
載
が
な
い
者
が
多
い
。
ま
た
藩
主
付
で
あ
っ
て
も
、
た
と
え

ば
「
分
限
帳
」（
写
真
２
）
で
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
の
足
金
下
付
に
関
わ
っ
て
確
認
で
き
る
春
嶽
付
の
女
中

と
照
合
す
る
と
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
年
寄
の
哥
島
・
山
沢
、
中
臈
（
側
妾
）
の
ひ
な
・
た
ま
の
履
歴
は
含
ま
れ
て

い
な
い
。
哥
島
が
田
安
家
出
身
の
女
中
で
あ
っ
た
の
は
明
ら
か
な
の
で
、
こ
れ
ら
の
女
中
は
給
禄
の
出
所
が
異
な

り
、
福
井
藩
広
敷
が
給
禄
を
管
理
し
て
い
な
い
女
中
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

正
妻
付
の
女
中
に
つ
い
て
は
慶
永
正
妻
の
勇
姫
付
が
七
人
（
1
・
6
・
10
・
11
・
12
・
107
・
111
）、
茂
昭
正
妻

の
幸
姫
付
が
五
人
（
7
・
15
・
16
・
31
・
32
）
と
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
文
久
三
年
の
勇
姫
付
の
女
中
と
照
合
し

て
も
年
寄
の
浪
江
・
浪
野
、
若
年
寄
の
崎
尾
、
中
臈
の
米
多
・
な
か
の
履
歴
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
中
臈
の
ふ
さ

（
1
）
の
も
の
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
勇
姫
付
の
女
中
の
多
く
が
実
家
の
熊
本
藩
細
川
家
で

写真 2  「大奥女中分限帳」
松平文庫　福井県文書館保管



67 そて→そて岡 ― 不明 ― 次→表使格 1824-1837
68 ゆみ→みや ― 不明 ― 次 1832
69 かね→ゆみ→きぬ ― 不明 ― 三の間→次 1842
70 とり ― 不明 ― ― ―
71 ゆみ ― 不明 ― 三の間 1842
72 八ツ橋 ― 不明 ― 中居 1842
73 山吹 ― 不明 ― 中居 1840
74 紅梅 ― 不明 ― 末→暇 1833-1840
75 滝田→常夏 ― 不明 ― 末 1828
76 紅梅 ― 不明 ― 末 1840
77 山吹 ― 不明 ― 末 1838
78 千鳥 ― 不明 ― 末 1842
79 宮城野 ― 不明 ― 末 1840
80 ともへ ― 不明 ― 末 1831-1840

81 沢野→駒野→（善立院） 萩藩医師知神甫仙（父） 医師 斉承→謹姫 三の間→次→表使定助→錠口介→錠口→（謹姫付）
→ 1837 年年寄→ 52 年剃髪 1819-1837

82 末屋→柏木 本芝弐丁目肴屋市兵衛（父） 町人 ― 末→使番雇→表様仲居→使番介→使番 1814-1825

83 八十瀬 駿河田中藩芳野立蔵（父、儒者） 儒者 慶永（春嶽） 三の間→呉服の間格→次御雇→次→右筆介→右筆本
役→錠口介→錠口→若年寄介→若年寄→年寄→暇 1852-1871

84 そや→玉江 済松寺代官伊藤厚之進（兄） 武士 貞照院（斉承母）→慶
永（春嶽）→青松院

次→表使格→表使介→表使→錠口格→若年寄格→
（老年に付落髪）→隠居（当分雇、青松院用向） 1841-1871

85 崎野→増野→染野
→磯多→（楽寿）

小田原藩松本六右衛門（父）→田安勘
定格広敷御用達松田藤五郎（従弟） 武士 治好→斉承→（斉善）

→慶永→貞照院
表様次→若殿次→表使定助→表使→錠口格→隠居
（1854年大奥人減、若年寄格の隠居取扱） 1820-1854

86 こよ→（松仙） 上総岩田村百姓中村次助（父） 百姓 慶永 半下→仲居→御末頭→賀代姫（茂昭正妻）縁組御用→三の
間格→錠口介→御簾中（勇姫）東上御供→呉服の間格→暇 1840-1871

87 とり→梅 福井藩酒井十之丞（父、820石） 武士 ― 中臈 1866-1870

88 はな 福井藩細井玄養（兄、医師、100
石）、宿元は細井又平とも記載 武士 →信次郎 三の間→次→信次郎抱守介 1870

89 ふさ 福井藩竹内忠左衛門（夫、20石3人扶持） 武士 ― 次雇→表使介 1867-1868
90 きぬ 本覚寺末寺善宗寺 寺社 →信次郎 三の間雇→次→信次郎抱守 1865-1866
91 よの 福井藩高屋丈太夫（父、100石） 武士 →信次郎 三の間雇→次 1867-1869
92 りを 福井藩生駒三郎兵衛（父、100石） 武士 ― 三の間雇→次 1867-1869
93 いく 福井藩藤田新左衛門（父、17人） 武士 ― 三の間雇→次 1868
94 もみ 上海浦劍明神社司佐々木豊信正 寺社 ― 三の間雇→次 1866-1867

95 玉川 元浦井権十郎組和田健太郎（兄、新番
格以下カ、実は稲多村五右衛門娘） 武士 ― 半下雇 1866

96 碪 福井藩石井仁右衛門（父） 武士 ― 広座敷子供→半下 1866-1868
97 絹絵 福井藩高橋五太夫（父） 武士 ― 広座敷子供→半下 1864-1865
98 桜木 東京神田竜閑橋相撲屋卯兵衛（おじ） 町人 ― （東京において召抱）→暇 1869-1871
99 梢 福井藩狛帯刀陪臣山内佐左衛門（兄） 武士 ― 半下→仲居介→仲居→半下へ繰下→暇 1867-1871

100 かをる 福井藩山口与次郎（弟） 武士 ― 半下→仲居定介→半下→暇 1863-1871

101 谷川 福井藩野口長左衛門（兄）、実
は舟橋村吉兵衛娘 百姓 ― 半下雇→半下→暇 1866-1871

102 玉章 東□沢本順慶（父） 不明 ― 半下雇→半下→暇 1867-1871
103 とえ 福井藩戸田弥太郎（父、金左衛門、18石3人） 武士 ― 御誕生様待受三の間雇→三の間→錠口介→（京都詰）→（東京詰） 1865-1869
104 さち→こう 福井藩伊藤友四郎（父、50人） 武士 ― （京都において）次→暇 1868-1871

105
石野→杉野→（石
野）→ 小時→磯岡
→（北村養寿） 

田安家北村貞五郎（兄、定五郎） 武士 治好→於義丸→斉承
→（斉善）→慶永

次→（斉承子於義丸）守見習→表使助格→抱守手
代り・表使格→錠口格→（斉承）御錠口→（慶
永）若年寄→年寄→隠居（1854年隠居大奥女中人
減、霊岸島中屋敷において御小屋被下）→病死

1822-1870

106 利代→とせ→八十
瀬→（重寿） 館林藩田中四郎兵衛（父） 武士 治好→（斉善）→慶永

表様（治好）三の間→（斉承）三の間→表様（斉
承）右筆→表使助・右筆兼（霊岸島勤め）→右
筆・表使助兼→表使介→表使→（慶永付）→錠口
→若年寄→年寄→隠居

1817-1847

107 せや 福井藩埴原次郎右衛門（父、100石） 武士 春嶽→勇姫 次→（勇姫）側役 1860-1863
108 小萩 元作事方下代松浦良太夫（父） 武士 ― 広座敷小供 1868
109 林弥 元御広鋪御小人加藤甲馬（父） 武士 ― 半下→暇 1870
110 梅治 小算多田寛助（義兄） 武士 ― 広座敷子供 1867
111 千登勢→千勢 藤沢彦兵衛（父、15石3人） 武士 勇姫 （勇姫）側子供 1867
112 小笹 水主組牧野多左衛門（父、実は境村甚太夫娘） 百姓 ― 半下雇 1867

113 錦 丸岡藩富田小十郎（父、実は丸
岡町麦屋今右衛門娘） 町人 ― 半下雇 1867

114 竹川 御札所組石郷仁右衛門（義妹） 武士 ― ― 1864
115 花桐 ― ― ― 子供→半下 1820-1833
116 滝井→禅智院 ― ― 斉善 右筆→若年寄→剃髪→1867年病死 1838＊
117 藤野→本明院 岡崎藩伊奈市左衛門（父） ― 斉承 年寄→（隠居）→病死 ―
118 袖野→寿清院 ― ― ― 年寄→隠居 1837＊
119 かや→常善 ― ― ― 仲居→末頭→1852年剃髪、元末頭 1852＊
120 倉橋→仙寿 ― ― （松栄院） 元上臈年寄 1871
121 さも→知法 ― ― ― 1838年剃髪、元末頭 1838＊
122 花井→保寿 ― ― ― 1861年隠居、元年寄 1861＊

注 1）明らかに重複する人物は統合した。
　2）「召抱年」の下限は履歴記述の下限である。また＊は剃髪した年である。



No. 女中通称 宿　元 身分 主 職　務 召抱年
1 ふさ→今井→室田 ― 不明 勇姫（春嶽正妻） 中臈→若年寄格→若年寄→年寄→女中頭 1863-1871
2 染井 和歌山藩吉川六兵衛（父） 武士 茂昭・幸姫 年寄 ―
3 駒野 福井藩根来九郎人（兄、100石） 武士 茂昭・幸姫 年寄格 ―
4 梶野 福井藩松田誠次郎（弟、100石） 武士 春嶽 次→錠口介→若年寄→女中頭 1860-1871
5 小野田 下総関宿藩久世広周内田寅之助（兄） 武士 春嶽 呉服の間→次→錠口介→錠口→若年寄→女中頭 1859-1871
6 みの→初江 喜多六平太（父） 武士 勇姫 小姓格→中臈→若年寄格→若年寄→老女心得・表使心得→女中頭格 1860-1871
7 花江 久我様村岡仙之烝（父） 公家家臣 幸姫（茂昭正妻） 若年寄（御誕生様御待受抱守兼） 1870-
8 さち ― 不明 春嶽 中臈→側仕 1869-1871
9 ふち 旗本糟谷十郎兵衛（父） 武士 春嶽 側子供→中臈→側仕 1869-1871

10 たき→滝野→らく 福井藩小林又兵衛（父）・小林
与一郎（兄、100石） 武士 勇姫 側子供→（細川様御抱）小姓格→中臈→若年寄→

年寄格・表使心得→側仕 1859-1871

11 さわ 閑院宮付諸大夫木村東市正（父） 公家家臣 春嶽→勇姫 次→勇姫側詰→勇姫中臈→側仕 1867-1871
12 たき 細川様家来中村育之丞（父） 武士 勇姫 側詰→側子供（宛行細川様）→勇姫側詰→側仕 1869-1871

13 亀井→きさ 福井藩吉村武右衛門（父、新番
格以下12石3人扶持） 武士 安姫→春嶽→青松院 安姫三の間→（春嶽付）→青松院（春嶽生母）付

表使格→側仕 1864-1871

14 八重 旗本御書院番神保山城守組小出新弥（兄） 武士 茂昭 次→中臈→若年寄格 1862-1869
15 ちよ 久我様井上鉄三郎（父） 公家家臣 幸姫 ― ―
16 かな 福井藩慶増左内（兄、23石5人） 武士 幸姫 ― ―
17 浦井 丸岡藩大岸豊作（弟） 武士 茂昭 三の間雇→次→錠口介→錠口 1866-1868
18 とせ 福井藩渡辺利右衛門（父、17石3人） 武士 茂昭 三の間雇→次→右筆→錠口 1863-1870
19 さき 福井藩領金津新用村西徳寺（弟） 寺社 茂昭 次雇→錠口介→錠口 1868-1870
20 みの 丸岡藩医師青木春節（弟） 医師 茂昭 次→右筆→表使介格→表使 1864-1870
21 やお→浪尾 福井藩平井弥一郎（甥、25石5人） 武士 茂昭 次雇→表使介→表使格 1866-1867
22 なよ 福井藩生駒三郎兵衛（父、100石） 武士 茂昭 三の間雇→次→右筆→表使助・次・右筆兼 1867-1870
23 その 鯖江藩山口伝治（父） 武士 ― 三の間雇→三の間→次→右筆→次（差支の節右筆心得）→次廻り 1865-1871
24 とき 福井藩永井三平（父、新番格以下15石3人） 武士 青松院 呉服の間雇→次廻り 1869-1871
25 たみ 福井藩海崎英之助（父、新番格以下12石3人） 武士 青松院 呉服の間雇→三の間→次廻り 1869-1871
26 やを 福井藩小沢甚平（おじ、新番格以下15石3人） 武士 青松院 呉服の間雇→次廻り 1869-1871
27 紅梅→まき 一橋家犬養小源太（兄） 武士 茂昭 末頭格→次廻り 1870-1871
28 つや 勝山藩小川他美也（弟） 武士 茂昭 三の間雇→次→次廻り 1868-1870
29 るゑ 福井藩早見覚哉（父、新番格以下15石3人） 武士 茂昭 ― ―
30 ちさ 福井藩石川健重（父、新番格以下15石3人） 武士 茂昭 雇 ―
31 きを 福井藩佐藤甫（兄、医師、10人） 武士 幸姫 ― ―
32 すか 福井藩大久保源五郎（養父、20石3人）　武士 幸姫 ― ―
33 ちさ 福井藩西村虎介（弟、20石3人） 武士 御誕生様待受 抱守助・次兼 ―
34 いと 福井藩高野新吾（養父、17人扶持） 武士 御誕生様待受 次 ―
35 さと 石町弐丁目近江屋和助（父、江戸カ） 町人 御誕生様待受 側子供 1870-1871
36 梅かえ 福井城下下呉服町岩井屋庄右衛門（養父） 町人 茂昭 半下→仲居助 1863-1870
37 みとり 福井藩林佐五右衛門（おじ、新番格以下12石3人） 武士 茂昭 半下→使番 1867-1870
38 ちよ→むつ 江戸小柳町菊屋与兵衛（父） 町人 ― 半下雇 1871
39 よつ 江戸青山御手大工町脇　犬飼喜三郎（父、浪人） 町人 ― 半下→仲居→末頭格→三の間格→半下 1849-1871
40 やす→玉川→あい 江戸本船町千足屋甚兵衛（父） 町人 ― 半下雇 1870
41 錦→こい 江戸巣鴨植木屋所左衛門（父） 町人 ― 半下雇 1870
42 多川 福井藩領大森村百姓田中庄七（父） 百姓 ― 半下雇 1871
43 こと→いな 相模国六浦藩医師水富舜仙（父） 医師 ― 半下 1871
44 花妻 福井藩前川善三郎（兄） 武士 茂昭 ― ―
45 小桜 福井藩村田作次郎（兄） 武士 茂昭 ― ―
46 八千代 福井藩小島喜平次（兄） 武士 茂昭 ― ―
47 小柴 勝山藩領萩ケ野村石塚与右衛門（父） 百姓 茂昭 ― ―
48 千歳 福井藩浮山卯三郎（兄） 武士 茂昭 ― ―
49 碪 鯖江藩桑原貞治（兄） 武士 茂昭 ― ―
50 花桐 福井藩領殿下村百姓宇平（兄） 百姓 御誕生様 ― ―
51 唐崎 福井藩領殿下村百姓次郎平（父） 百姓 御誕生様 ― ―
52 石野→荷心院 ― 不明 彩雲院様（安姫）元抱守 （剃髪15人扶持→年寄並） 1865-1868
53 吉弥 福井藩吉田喜重（父） 武士 ― 広座敷子供 ―
54 つる 福井藩御坊主村上玄益（夫、新番格以下8石2人扶持） 武士 信次郎（康荘） 乳持 1867
55 かめ 福井藩芦田右衛門陪臣古沢幸左衛門（夫） 武士 信次郎（康荘） 乳持 1867
56 たい 福井藩平田円蔵（兄、新番格以下8石2人扶持） 武士 御誕生様待受 乳持 1867
57 こい 福井藩持田弥三太夫（父） 武士 御誕生様 乳持 1867
58 とり→牧野 安中藩本田才助（父） 武士 ― 中臈→中臈頭→若年寄→年寄格 1807-1842
59 瀬山→戸川 西丸元御徒平岡六郎左衛門組白戸藤四郎（父） 武士 ― 呉服の間→表使格→小姓格→若年寄 1807-1824
60 たに→谷川 ― 不明 ― 小姓→中臈→中臈頭格 1823-1842
61 はな→てう→かう ― 不明 ― 中臈 1828
62 ゆみ→玉井 ― 不明 ― 表使次席→表使→中臈 1821-1832
63 ゆき ― 不明 ― 中臈 1832
64 てつ ― 不明 ― 次 1826-1827
65 まち ― 不明 ― ― 1837
66 せき→せき尾 ― 不明 ― 次→表使助→表使格→表使→小姓 1822-1842

表 4  「大奥女中分限帳」掲載の女中履歴



召
抱
え
ら
れ
、
福
井
藩
広
敷
の
管
理
の
外
に
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
公
家
家
臣
出
身
の
中
臈
に
つ
い
て
は

い
ず
れ
も
正
妻
付
の
女
中
三
人
で
、
う
ち
二
人
は
茂
昭
正
妻
の
幸
姫
の
実
家
久
我
家
の
家
臣
出
身
で
あ
っ
た
。

　
「
召
抱
年
」
の
下
限
と
し
て
あ
げ
た
年
は
、
履
歴
記
載
事
項
の
下
限
を
採
っ
て
い
る
の
で
必
ず
し
も
暇
を
下
さ

れ
た
年
で
は
な
い
。
召
抱
え
ら
れ
た
年
を
み
る
と
約
半
数
（
五
七
人
）
は
勇
姫
・
安
姫
・
青
松
院
ら
の
女
中
組
織

が
福
井
城
へ
移
転
し
た
文
久
三
年
以
降
で
あ
っ
た
。
福
井
藩
で
は
同
年
十
月
に
家
臣
に
対
し
て
大
奥
奉
公
を
願
う

も
の
は
後
家
を
含
め
て
三
十
歳
ま
で
親
の
格
式
に
応
じ
て
召
抱
え
る
旨
を
触
れ
て
お
り
、
文
久
三
年
以
降
で
召
抱

え
ら
れ
た
家
臣
の
家
族
や
領
内
の
出
身
者
は
五
七
人
中
二
七
人
に
の
ぼ
っ
た
。

　

全
体
と
し
て
三
の
間
・
中
居
以
下
で
は
一
人
あ
た
り
の
履
歴
記
載
は
一
件
の
み
で
昇
進
の
記
載
が
な
い
た
め
、

短
期
間
で
辞
め
る
場
合
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
召
し
抱
え
ら
れ
た
時
点
か
ら
出
自
や
昇
進
・
改
名
の
経
緯
、

暇
・
隠
居
等
ま
で
短
冊
数
枚
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、
年
寄
・
若
年
寄
を
務
め
た
い
わ
ゆ
る

役
女
と
称
さ
れ
る
女
中
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
の
女
中
組
織
の
最
高
位
で
あ
る
年
寄
を

務
め
た
室
田
（
1
）・
染
井
（
2
）・
駒
野
（
81
）・
八
十
瀬
（
83
）・
磯
岡
（
105
）・
八
十
瀬
（
106
）
ら
は
紀
州
徳

川
家
・
田
安
家
や
他
藩
家
臣
の
出
身
で
、
医
師
や
儒
者
の
娘
も
含
ま
れ
て
い
た
。
冒
頭
で
紹
介
し
た
磯
岡
や
八
十

瀬
（
106
）
に
至
っ
て
は
、
治
好
か
ら
慶
永
ま
で
四
代
の
藩
主
に
三
〇
年
以
上
仕
え
年
寄
ま
で
昇
り
詰
め
た
ケ
ー
ス

で
あ
っ
た
。
役
女
は
奥
向
奥
方
（
大
奥
）
の
管
理
を
担
当
し
、
表
向
や
奥
向
表
方
の
男
性
役
人
と
の
交
渉
、
江
戸

城
や
親
族
大
名
家
の
女
中
な
ど
と
の
連
絡
・
交
渉
を
行
っ
た
。
な
お
女
中
は
職
階
を
昇
る
ご
と
に
改
名
す
る
の
で

別
の
人
物
が
同
名
を
名
乗
る
場
合
が
少
な
く
な
い
た
め
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

半
下
か
ら
入
っ
て
例
外
的
に
長
期
間
に
わ
た
っ
て
勤
務
し
た
人
物
と
し
て
は
よ
つ
（
39
）・
こ
よ
（
86
）
が
み

ら
れ
る
。
こ
よ
は
上
総
国
の
百
姓
の
出
で
あ
り
江
戸
屋
敷
で
半
下
と
し
て
召
抱
え
ら
れ
、
文
久
三
年
に
は
末
頭
と

し
て
福
井
城
へ
移
り
、
明
治
三
年
に
勇
姫
の
東
上
に
従
っ
て
東
京
へ
戻
っ
て
翌
年
呉
服
の
間
格
で
暇
を
も
ら
っ
て

い
た
。
三
二
年
に
わ
た
っ
て
長
く
春
嶽
の
奥
向
に
仕
え
た
功
績
か
ら
松
仙
を
名
乗
り
比
丘
尼
と
な
っ
て
い
る
。



註
　

⑴
「
大
奥
女
中
分
限
帳
」
松
平
文
庫
、
福
井
県
文
書
館
保
管
（A

0143-01332

）。

　

⑵ 

高
橋
み
ゆ
き
「
近
世
大
名
家
の
婚
姻
―
熊
本
藩
と
福
井
藩
の
婚
姻
・
勇
姫
の
事
例
を
中
心
に
―
」『
熊
本
史
学
』
第
85
・
86
号
、

二
〇
〇
六
年
。

　

⑶
中
根
雪
江
『
奉
答
紀
事
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
。

　

⑷ 

柳
沢
芙
美
子
「
山
本
条
太
郎
に
つ
な
が
る
家
を
興
し
た
奥
女
中
」
コ
ラ
ム
＃
ふ
く
い
の
記
憶
に
出
会
う
、https://w

w
w

.library-

archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/01/20230414R/20230414.htm
l

［2025.1.15

閲
覧
］。

　

⑸ 

柳
谷
慶
子『
江
戸
の
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
―
奥
女
中
の
仕
事
・
出
世
・
老
後
―
』歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、吉
川
弘
文
館
、二
〇
二
三
年
。

　

⑹
谷
口
啓
子
『
武
家
の
女
性
・
村
の
女
性
』
鳥
取
県
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
一
四
、二
〇
一
四
年
。

　

⑺
母
利
美
和
「『
福
井
藩
士
履
歴
』
編
纂
の
歴
史
的
意
義
」
福
井
県
文
書
館
資
料
叢
書
13
『
福
井
藩
士
履
歴
』
５
解
説
、
二
〇
一
七
年
。

　

⑻ 

「
諸
士
先
祖
之
記
」
松
平
文
庫
、
福
井
県
文
書
館
保
管
（A

0143-02020

～02025

）。『
福
井
市
史
』
資
料
編
４　

近
世
二
に
抄
録
さ

れ
て
い
る
。
表
２
で
は
こ
こ
で
省
か
れ
た
光
通
か
ら
吉
邦
代
の
一
七
八
家
を
含
め
て
検
索
し
た
。

　

⑼
「
解
題
」『
福
井
市
史
』
資
料
編
４　

近
世
二
、一
九
八
八
年
。

　

⑽
福
井
県
文
書
館
資
料
叢
書
13
『
福
井
藩
士
履
歴
』
５
、
二
〇
一
七
年
。

　

⑾ 

福
井
県
文
書
館
資
料
叢
書
14
『
福
井
藩
士
履
歴
』
６
、
二
〇
一
八
年
。
福
井
県
文
書
館
資
料
叢
書
21
『
福
井
藩
士
履
歴
』
13
、
二
〇

二
五
年
。

　

⑿
「
諸
役
年
表
」
松
平
文
庫
、
福
井
県
文
書
館
保
管
（A

0143-01128

）。

　

⒀ 
福
井
県
立
図
書
館
・
福
井
県
郷
土
誌
懇
談
会
編（
山
崎
英
常
著
）『
福
井
県
郷
土
叢
書
第
二
集
』（
片
聾
記
・
続
片
聾
記
上
）、一
九
五
五
年
。

弘
化
二
年
か
ら
慶
応
二
年
に
自
序
・
自
跋
。

　

⒁
井
上
翼
章
編
・
三
上
一
夫
校
訂
『
越
藩
史
略
』
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
五
年
。
天
明
元
年
成
立
。

　

⒂ 

『
福
井
市
史
』
資
料
編
６　

近
世
四
上
・
下
を
典
拠
に
検
討
し
て
い
る
。
柳
沢
芙
美
子
「
近
世
中
期
に
お
け
る
福
井
藩
松
平
家
の
奥
向

―
福
井
藩
法
を
中
心
に
―
」『
福
井
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
第
19
号
、
二
〇
二
二
年
。

　

⒃
鈴
木
準
道
著
・
舟
澤
茂
樹
校
訂
『
福
井
藩
史
事
典
』
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
七
年
。

　

⒄
浅
野
長
勲
「
大
名
の
日
常
生
活
」
柴
田
宵
曲
編
『
幕
末
の
武
家
』
青
蛙
房
、
一
九
六
五
年
。

　

⒅
大
塚
英
二
「
光
友
夫
人
死
去
に
伴
う
公
儀
付
人
の
召
返
し
に
つ
い
て
」『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
二
七
、一
九
九
三
年
。

　

⒆
「
幕
儀
参
考
稿
本
」『
松
平
春
嶽
全
集
』
一
、一
九
三
八
年
。

　

⒇
『
福
井
市
史
』
資
料
編
６　

近
世
四
上
、
一
九
九
七
年
。

　
　

 〔
付
記
〕
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
柳
谷
慶
子
氏
、
本
川
幹
男
氏
、
長
野
栄
俊
氏
に
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。


